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沖縄総合事務局運輸部長 殿 
 

総合政策局観光事業課長 

 
 

 

旅行業法の特例について 

 

 

  標記について、「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律（平成２０

年法律第３９号）」の規定に基づき、旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）の特例に関する概

要及び注意事項等をまとめたのでご参照ください。また観光圏内限定旅行業者代理業の申請に係

る添付書類等については別途様式等を定めておりますので、合わせてご活用いただき、その旨関

係地方公共団体及び宿泊４団体（社団法人日本ホテル協会、社団法人国際観光旅館連盟、社団法

人日本観光旅館連盟、社団法人全日本シティホテル連盟）非加盟の登録ホテル・旅館業者に対し

周知徹底方取り計らい願います。 
 

 

 



項目 抜粋 参照条文 備考

内容とメリット

特例では、国土交通大臣の認定
を受けた滞在促進地区内の宿泊
業者が、観光圏内における宿泊
者の旅行について、旅行業者代
理業を営むことができる。

別紙１：「観光圏におけ
る旅行業法の特例」
別紙２：「特例実施のフ
ロー」

取扱商品

旅行業者代理業者の扱うことの
できる商品は、所属旅行業者の
ものに限る。また観光圏内限定
の商品に限る。

旅行業法第１４条の
３
観光圏整備法施行規
則第６条

別紙３：「旅行業の登録
制度の概要」
別紙４：「観光圏内限定
旅行業者代理業者が取り
扱うことができる旅行」

特例の失効

観光圏内限定旅行業者代理業者
は、所属旅行業者の登録抹消時
や代理契約の効力がなくなった
時に加え、観光圏整備計画の計
画期間の修了と伴に登録が失効
する。

観光圏整備法第１２
条
観光圏整備法施行規
則第６条
旅行業法第１５条の
２

認定申請
申請書類一式を揃え、実施計画
の申請と伴に送付する。

旅行業法第４条
旅行業法施行規則第
１条、第１条の２、
第１条の３、第４１
条
旅行業法施行要領第
２条

別途通達「添付書類一
覧」参照

取扱管理者の研修
観光圏内限定旅行業務取扱管理
者を選任する場合は、当該予定
者が研修を受ける。

観光圏整備法第１２
条の４
観光圏整備法施行規
則第８条・９条
国土交通省告示第８
９７号

別紙５：「【特例版】取
扱管理者の研修概要」
別紙６：「国土交通省告
示第８９７号」

登録免許税の納付
認定を受けた事業者は登録免許
税を納付する。

旅行業法第２２条
観光圏整備法関係の手続
き書類参照

所属旅行業者の登録
観光圏内限定旅行業者代理業の
事業者の代理する旅行業者は、
代理業者の届出をする。

別途通達「添付書類一
覧」参照

標識の提示
旅行業者等は営業所において、
標識を提示しなければならない

旅行業法第１２条の
９
観光圏整備法施行規
則第７条

別紙７：「施行規則第７
条別記様式」参照

所属旅行業者の
注意義務

観光圏限定旅行業者代理業者の
扱うことのできる商品は、観光
圏内限定のものに限ることか
ら、所属旅行業者はその取扱商
品等について、相当の注意を払
う必要がある。

旅行業法第１４条の
３

その他の規定

観光圏内限定旅行業者代理業者
は、旅行業法等に規定される旅
行業者代理業と見なされること
から、旅行業法等の規定を留意
すること。

旅行業法
旅行業法施行規則等
を留意

特例の概要

事業の実施

注意事項

旅行業法の特例について



観光圏における旅行業法の特例

新制度創設によるメリット

このツアーに参加して
みたい！

手続きも便利！

宿泊サービス

体験型ツアー

⇒集客力の向上、リピーターの確保 ⇒着地型旅行商品の販路拡大

＜宿泊業者＞
○幅広いサービスの提供が可能 ○宿泊業者への委託販売が可能

＜旅行業者＞＜旅行者＞
○ホテル・旅館のフロントで着地型旅行を

申し込むことが可能

⇒旅行満足度の向上

商品提供

特例の内容
① 国土交通大臣の認定を受けた滞在促進地区内の宿泊業者（ホテル・旅館等）が、観光圏内における宿泊者の旅行について、

旅行業者代理業を営むことができることとする（観光圏内限定旅行業者代理業）。
② 上記①の場合には、旅行業法上の必置資格である旅行業務取扱管理者に代えて、一定の研修を修了した者等を選任できる

こととする。

地域の魅力を生かした着地型旅行商品による旅行者の滞在促進

別紙１



観光圏整備実施計画作成

旅行業法の特例を希望する民間事業者

観光圏整備事業実施

審査
省内調整

特例実施のフロー

計画認定

計画申請

８月

10月

関係市町村
又は

都道府県

地方運輸局 国土交通省

所属旅行業者

に連絡

所属旅行業者

による登録行政

庁への届出

観光圏内限定

旅行業務取扱

管理者研修受講

観光圏内限定

旅行業務取扱

管理者の選任

計画認定
通知

経由経由

経由経由

研修告知

（研修受講の宣誓書を添付）

研修実施
修了試験実施

修了証明書
発行

経由

試験結果
の確認

（認定後３０日以内）

別紙２



（注１）「企画旅行」とは、あらかじめ（募集型）又は旅行者からの依頼により（受注型）、旅行に関する計画を作成するとともに、
運送又は宿泊サービスの提供にかかる契約を、自己の計算において締結する行為である。

（注２）旅行業協会に加入している場合、営業保証金の供託に代えて、その５分の１の金額を弁済業務保証金分担金として納
付する。また、金額は年間の取扱額が２億円未満の場合であり、以降、取扱額の増加に応じて、供託すべき金額が加算
される。

旅行業の登録制度の概要

研修修了者等
で代替可能

-不要旅行業者から委託された業務
（観光圏内限定、対宿泊者限定）

観光圏整備実施計画における
国土交通大臣の認定

観光圏内限定
旅行業者代理業

必要-不要旅行業者から委託された業務
主たる営業所の
所在地を管轄する
都道府県知事

旅行業者代理業

必要３００万
３００万
（６０万）

○○△
（隣接市町村）

×
主たる営業所の
所在地を管轄する
都道府県知事

第３種

必要７００万
１１００万
（２２０万）

○○○×
主たる営業所の
所在地を管轄する
都道府県知事

第２種

必要３０００万
７０００万

（１４００万）
○○○○国土交通大臣第１種

国内海外
受注型

募集型
旅行業務取扱
管理者の選任

基準資産
営業保証金

（注２）
手配旅行

企画旅行（注１）

登録要件業務範囲

登録行政庁
（申請先）

別紙３



受託旅行業者
（所属旅行業者）

委託
（商品提供）

旅行業者代理業者

代理
（商品提供）

委託旅行業者Ａ

委託
（商品提供） 委託旅行業者Ｂ

自社商品のみならず、
Ａ社、Ｂ社が実施する

募集型企画旅行を販売可能

所属旅行業者が販売する旅行商
品（Ａ社、Ｂ社の商品を含む）が

販売可能

（企画旅行を実施する旅行業者の代理）
第１４条の２ 旅行業者は、他の旅行業者が実施する企画旅行（参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。）について、当該他の旅行業者を代理して企画
旅行契約を締結することを内容とする契約（以下「受託契約」という。）を締結したときは、第三条の規定にかかわらず、旅行業者代理業の登録を受けなくても、 当該受託契約
の相手方（以下「委託旅行業者」という。）を代理して企画旅行契約を締結することができる。

２ 前項の規定により委託旅行業者と受託契約を締結した旅行業者（以下「受託旅行業者」という。）が、当該受託契約において、当該受託旅行業者を所属旅行業者とする旅行
業者代理業者のうち当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができるものを定めたときは、その受託契約において定められた旅行業者代理業者（以下「受
託旅行業者代理業者」という。）は、当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる。

３ （略）

（旅行業者代理業者の旅行業務等）
第１４条の３ 旅行業者代理業者は、前条第二項の規定により代理して企画旅行契約を締結する場合を除き、その所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱
つてはならない。

観光圏内限定旅行業者代理業者が取扱うことができる旅行 別紙４

旅行業法（昭和二十七年法律第二百三十九号）



観光圏内限定旅行業務取扱管理者に関する研修について 

 

平成２０年７月２３日 

国土交通省総合政策局観光事業課 

 

 

１．観光圏内限定旅行業者代理業（旅行業法の特例）とは 

【特例の内容】 

① 国土交通大臣の認定を受けた滞在促進地区内の宿泊業者（ホテル・旅館等）が、観

光圏内における宿泊者の旅行について、旅行業者代理業を営むことができることとす

る（観光圏内限定旅行業者代理業）。 

  ② 上記①の場合には、旅行業法上の必置資格である旅行業務取扱管理者に代えて、

一定の研修を修了した者（観光圏内限定旅行業務取扱管理者）を選任できることとす

る。 

 

２．「一定の研修」とは 

１．以下の科目について行う。 

○旅行業法及びこれに基づく命令についての知識 ２時間以上 

○旅行業約款、運送約款及び宿泊約款に関する知識 ２時間 30 分以上 

○国内旅行実務 

・本邦内の運送機関及び宿泊施設の利用料金その他

の本邦内の旅行を取り扱う旅行業務に関連する料

金に関する知識 

・その他本邦内の旅行を取り扱う旅行業務に関する実

務処理の能力 

１時間以上 

 

２．受講者の知識及び能力の習得が確認できる修了試験を行い、合格者に対して修了

証明書を交付する。 

 

 ３．国土交通大臣又は地方運輸局長が行う。 

 

 

３．研修の実施時期・場所 

○実施計画認定の流れとの関係 

観光圏限定旅行業者代理業が含まれている実施計画が認定された場合において、しか

るべき時期に、研修を実施することとする。 

（来年度以降の実施計画の変更等の場合も同様とする。） 

 

○場所については、認定された実施計画の区域を管轄する地方運輸局の会議室等を想

定。 

別紙５ 








